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松本市多文化共生プラザ相談時間の見直し検討について 

 

１ 趣旨 

  平成２４年の多文化共生プラザ（以下「プラザ」という。）開設当時から行っている相談業務ですが、

外国人住民をとりまく状況が当時とは大きく変化する中、相談は時間帯や開館日によってバラつきが

あります。相談員のワークライフバランスや将来に向け安定した事業継続の観点から、より効果的な運

営について、業務を受託している市民団体とも検討を進めていますが、他市の状況も鑑み、ニーズに合

わせた相談時間の見直しについて検討するものです。 

 

２ 現在の相談時間 

 ⑴ 平日     午前９時から午後１０時まで（受付は午後９時まで） 

 ⑵ 土日及び祝日 午前９時から午後 ５時まで 

⑶ 年末年始、第２・４水曜日  Ｍウイング休館日のため閉館 

 

３ 相談対応件数実績 

 ⑴ 開館日別件数（推移） 

年度 合計 開館日 １カ月平均 １日平均 

Ｈ２９ １，４９４ 

平日 １，２９９ １０８．３ ５．２ 

土 １５１ １２．６ ３．２ 

日・祝 ４４ ３．７ ０．７ 

Ｈ３０ １，２０３ 

平日 １，０５１ ８７．６ ４．２ 

土 １１５ ９．６ ２．４ 

日・祝 ３７ ３．１ ０．６ 

Ｒ元 １，３７２ 

平日 １，１９６ ９９．７ ４．７ 

土 １３２ １１．０ ２．８ 

日・祝 ４４ ３．７ ０．７ 

Ｒ２ 

（上半期） 
７１７ 

平日 ６３１ １０５．２ ５．０ 

土 ８１ １３．５ ３．４ 

日・祝 ５ ０．８ ０．２ 

   ※ １日平均は、平日２１日/月、土曜日４日/月、日曜日・祝日５日/月で算出。 

 ⑵ 時間帯別件数 

  ア 推移 

年度 合計 
午前 

（午前 9～正午） 

午後 

（正午～午後 5時） 

夜間 

（午後 5～10時） 

Ｈ２９ １，４９４ ５１７ ６６６ ３１１ 

Ｈ３０ １，２０３ ４３４ ５３３ ２３６ 

Ｒ元 １，３７２ ４６７ ６５６ ２４９ 

資料３ 
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  イ Ｒ２年度上半期合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 他自治体の外国人相談窓口の状況 

外国人住民からの相談の多くが、行政の手続き的なことや、生活相談に関わるもののため、相談先の

窓口はほぼ平日時間内の対応となります。 

当市のように、複合施設などに相談窓口が設置されている場合で、外国人集住地域などでは、休日に

相談を実施している窓口もありますが、夜間まで相談を実施している窓口は、少ないのが現状です。 

名称 曜日 時間 備考 

長野県多文化共生相談 

センター 

月～金曜日 

（第１・３水曜日除

く）、第１・３土曜日 

午前１０時～午後６時  

しんじゅく多文化共生 

プラザ 

月～金曜日 午前１０時～午後５時 外国人住民数全国１位 

川口市外国人相談窓口 火～土曜日 午前９時半～午後５時

４５分 

特別区除き、外国人住

民数全国１位 

浜松市多文化共生総合

相談ワンストップセン

ター 

毎日 午前９時～午後５時ま

で 

外国人集住地域 

可児市多文化共生セン

ターフレビア 

平日（水曜日除く）、土

日祝日 

午前９時～午後６時ま

で 

外国人集住地域 

交流や施設利用に関す

る受付は、午後１０時

まで 

 ※年末年始は、いずれの窓口も休み 
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５ 見直し後の相談時間（案） 

 ⑴ 平日     ・午前１０時から午後６時３０分まで 

※週１回 午前１０時から午後９時まで・・・（短縮見直し） 

 ⑵ 土日及び祝日 ・土曜日 午前９時から午後５時まで・・・（これまでどおり） 

          ・日曜日および祝日・・・（閉鎖見直し） 

 ⑶ 年末年始、第２・４水曜日  Ｍウイング休館日のため閉館・・・（これまでどおり） 

 

６ 多文化共生プラザ（相談事業以外） 

交流コーナー、情報スペース（チラシ設置）は、これまでどおりの時間帯で開館し、ミーティングや

情報収集などに利用いただけることとします。・・・（これまでどおり） 

 

７ 見直しの考え方（整理） 

 ⑴ 多文化共生プラザ開設当時から外国人をとりまく状況が変化している。 

 ⑵ 相談件数は横ばいだが、相談時間や相談日にバラつきがあり、相談員のモチベーションにも影響

あり。 

 ⑶ 優秀なコーディネーターや相談員を今後も維持し、多文化共生プラザの相談事業を安定的に継続

していく必要がある。 

 ⑷ また、相談員のワークライフバランスにも配慮が必要である。 

 ⑸ ポストコロナを見据え、ニューノーマルな相談窓口への見直しが必要。 

 ⑹ 連携する相談機関等の対応時間とも調整し、効果的な相談対応をするため、対応時間を見直す。 

 ⑺ 日中仕事をされている方や、平日は相談できない方にも配慮した対応時間、曜日とする。 

⑻ 多文化共生を推進するための交流事業をできるだけ充実する方向で検討していく。 

 


